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ど
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�

教
育
委
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会

○
学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教
職
員
課)

…

�

○
青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

職
員
福
利
課)

…

�

○
青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職

員

課)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

管

理

課)

…

�

規

則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
備
考
一
の
５
中

｢

第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項｣

を

｢

第
三
百

十
四
条
の
七｣

に
改
め
、
同
一
の
６
中｢

第
七
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び｣

を

｢

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

(

こ
れ
ら
の
規
定
中

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
九

十
二
条
第
一
項
並
び
に｣

に
改
め
、｢

第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一
項｣

の
下
に

｢

、
第
四
十
一

条
の
十
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を
加
え
る
。

別
表
第
三
の
備
考
一
の
５
中

｢

第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項｣

を

｢

第
三
百

十
四
条
の
七｣

に
改
め
、
同
一
の
６
中｢

第
七
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び｣

を
｢

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

(

こ
れ
ら
の
規
定
中

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
九

十
二
条
第
一
項
並
び
に｣

に
改
め
、

｢

第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一
項｣

の
下
に

｢

、
第
四
十
一

条
の
十
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項｣

を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
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施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
療
育
の
給
付
に
係
る
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
療
育
徴
収
金
又
は
同
日
以
後
の
期
間
に
係
る
同
規
則
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

入
所
等
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
療
育
の
給
付
に
係
る
同
規
則
第
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
療
育
徴
収
金
又
は
同
日
前
の
期
間
に
係
る
同
規
則
第
十
八
条
第
二
項
に
規

定
す
る
入
所
等
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
四
号

青
森
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
備
考
一
の
５
中

｢

第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項｣

を

｢

第
三
百
十
四

条
の
七｣

に
改
め
、
同
一
の
６
中

｢

第
七
十
八
条
第
二
項
第
一
号
、
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び｣

を

｢

第
七
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

(

こ
れ
ら
の
規
定
中
地

方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
九
十

二
条
第
一
項
並
び
に｣

に
改
め
、｢

第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
第
一
項｣

の
下
に

｢
、
第
四
十
一
条

の
十
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項｣
を
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
行

わ
れ
る
養
育
医
療
に
係
る
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
係
る
青
森

県
母
子
保
健
法
施
行
細
則
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
行
わ
れ
た
養
育
医
療
に
係
る
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
に
係
る

同
項
に
規
定
す
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
五
号

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
病
院
事
業
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
二
十
二
年
六
月
青
森
県
条
例
第
三
十
二

号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
と
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

(

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
番
号

種
別

名

称

発

行

者

(

製
作
者)

名

該
当
条
項

�����

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル

七
月
号

一
九
六
二
五
―
〇
七

宙
出
版

書
籍

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

恋
せ
よ
少
年
〜
た
と
え
大
人
で
も
〜
Ｖ

Ｏ
Ｌ.

四

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
一
二
三

―
三
八
三
―
八

ブ
ラ
イ
ト
出
版

�����

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

七
月
号

〇
一
八
〇
五
―
七

鉄
人
社

�����

Ｃ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
Ｓ
ｅ
ｌ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

(

キ
ャ
ラ
セ
レ
ク
シ
ョ
ン)

七
月
号

〇
二
八
九
五
―
〇
七

徳
間
書
店

� �
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出

先

機

関

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
二
号

建
築
基
準
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一

上
北
地
域
県
民
局
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一

教

育

委

員

会

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中

｢

配
偶
者

(

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
に
限
る
。)

と
と
も
に
育
児
休
業
等
に

よ
り
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
を
有
し
て
い
る
場
合
は｣

を

｢

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例

(

平
成
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
五
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
四
号
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
中

｢

第
二
項
及
び｣

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
請
求
の
際
条
例
第
十
一
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
育
児
休
業

等
計
画
書
を
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求
書
に
添
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
中

｢

、
同
項
第
四
号
中

｢

養
育｣

と
あ
る
の
は

｢

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
に

よ
り
養
育
し
て
い
る
時
間
に
養
育｣

と｣

を
削
る
。

第
九
条
中

｢

、
同
項
第
四
号
中

｢

養
育｣

と
あ
る
の
は

｢

当
該
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
養

育
し
て
い
る
時
間
に
養
育｣

と｣

を
削
る
。

第
一
号
様
式
中

｢

青 森 県 報������	
�� �� 第3256号


位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
東
二
番
町
三
六
の

二
及
び
三
六
の
二
四

一
九
・
九
五
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��

･

�･

��

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
東
三
番
町
七
九
の

九
、
七
九
の
一
一
、
七
九
の

一
三
及
び
八
〇
の
三
四

九
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

�･

��

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
子
の
親

氏
名

氏
名

� �



� �

｣

を｢

｣

に
、

｢３
請
求
の
内
容
｣

を

｢２
請
求
の
内
容
｣

に
、

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請
求
期

間
｣

に
、

｢５
既
に
育
児
休
業
を
し
た
期
間
｣

を
｢４

既
に
育
児
休
業
を
し
た
期
間
｣

に
、

｢６
備
考
｣

を

｢５
備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注�
の
２
中

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請

求
期
間
｣

に
改
め
、
同
注�
の
３
中

｢６
備
考
｣

を

｢５
備
考
｣

に
改
め
、

｢養
育
す
る
場
合
｣

の
次
に

｢
(当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
57日
間
に
､
職
員
(当
該
期
間
内
に
産
後
休
暇

に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
職
員
を
除
く
｡
)
が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を

す
る
場
合
を
除
く
｡
)
｣

を
加
え
る
。

第
二
号
様
式
中

｢

｣

を
削
り
、

｢５
備
考
｣

を

｢４
備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注�
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、

４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中

｢□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
配
偶
者
が
養
育
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
｣

を
削

り
、
同
様
式
の
注�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(注
)
１
該
当
す
る
□
に
は
､
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
四
号
様
式
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢３
請
求
の
内
容
｣

を

｢２
請
求
の
内
容
｣

に
、

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請
求
期

間
｣

に
、

｢５
勤
務
の
形
態
｣

を

｢４
勤
務
の
形
態
｣

に
、

｢週
時
間
勤
務
｣

を

｢週

時
間

分
勤
務
｣

に
、

｢６
既
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
期
間
｣

を

｢５
既
に
育
児
短

時
間
勤
務
を
し
た
期
間
｣

に
、

｢７
備
考
｣

を

｢６
備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注�
の
２
中

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請
求
期
間
｣

に
改
め
、
同
注�
の
３
及
び
４
中

｢７
備
考
｣

を

｢６

備
考
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

｢

｣

青 森 県 報平成22年６月30日 水曜日 第3256号 �

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

氏
名

１
請
求
に
係
る
子
続

柄

生
年
月
日

年
月

日
生

４
配
偶
者
の
養
育
計
画

配
偶
者
の
氏
名

子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法
□
育
児
休
業

□
育
児
短
時
間
勤
務

□
育
児
休
業
以
外
の
休
業
・
休
暇
□
そ
の
他
(
)

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
子
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

氏
名

１
請
求
に
係
る
子
続

柄

生
年
月
日

年
月

日
生

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
子
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

� �



� �

を｢

｣

に
、

｢３
請
求
期
間
及
び
時
間
｣

を

｢２
請
求
期
間
及
び
時
間
｣

に
、

｢４
備
考
｣

を

｢３

備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注�
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
七
項
第
四
号
を
削
る
。

第
二
号
様
式
の
二
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢３
請
求
の
内
容
｣

を

｢２
請
求
の
内
容
｣

に
、

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請
求
期

間
｣

に
、

｢５
既
に
育
児
休
業
を
し
た
期
間
｣

を

｢４
既
に
育
児
休
業
を
し
た
期
間
｣

に
、

｢６
備
考
｣

を

｢５
備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
３
中

｢養
育
す
る
場
合
｣

の
次
に

｢
(当
該
請
求
に
係
る
子
の
出
生
の
日
か
ら
57日
間
に
､
職
員
(当
該
期
間
内
に
産
後
休
暇
に
よ
り

勤
務
し
な
か
つ
た
職
員
を
除
く
｡
)
が
当
該
請
求
に
係
る
子
に
つ
い
て
最
初
の
育
児
休
業
を
す
る
場

合
を
除
く
｡
)
｣

を
加
え
る
。

第
二
号
様
式
の
三
中

｢

｣
を｢

｣

青 森 県 報������	
�� �� 第3256号�

氏
名

１
請
求
に
係
る
子
続

柄

生
年
月
日

年
月

日
生

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

氏
名

１
請
求
に
係
る
子
続

柄

生
年
月
日

年
月

日
生

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

氏
名

１
請
求
に
係
る
子
続

柄

生
年
月
日

年
月

日
生

� �



� �

に
、

｢３
請
求
の
内
容
｣

を

｢２
請
求
の
内
容
｣

に
、

｢４
請
求
期
間
｣

を

｢３
請
求
期

間
｣

に
、

｢５
勤
務
の
形
態
｣

を

｢４
勤
務
の
形
態
｣

に
、

｢６
既
に
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
た
期
間
｣

を｢５
既
に
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
期
間
｣

に
、｢７

備
考
｣

を｢６
備
考
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
四
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

第
二
号
様
式
の
五
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢３
請
求
期
間
及
び
時
間
｣

を

｢２
請
求
期
間
及
び
時
間
｣

に
、

｢４
備
考
｣

を

｢３

備
考
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

第
二
号
様
式
の
六
中

｢□
育
児
休
業
等
に
係
る
子
を
配
偶
者
が
養
育
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
｣

を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
該
当
す
る
□
に
は
､
レ
印
を
記
入
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程

(

昭
和
四
十
一
年
十
二
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

青 森 県 報平成22年６月30日 水曜日 第3256号 �

４
配
偶
者
の
養
育
計
画

配
偶
者
の
氏
名

子
を
養
育
す
る
た
め
の
方
法

□
育
児
休
業

□
育
児
短
時
間
勤
務

□
育
児
休
業
以
外
の
休
業
・
休
暇

□
そ
の
他
(

)

５
備

考

４
備

考

１
請
求
に
係
る
子

２
請
求
者
以
外
の
親

氏
名

氏
名

続
柄

子
と
の
同
・
別
居

□
同
居

□
別
居

生
年
月
日

年
月

日
生
就
業
の
有
無

□
有

□
無

氏
名

続
柄

１
請
求
に
係
る
子

生
年
月
日

年
月

日
生

� �



� �
｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
、
同
表
の
備
考
一
中

｢

休
暇
及
び｣

を

｢

休
暇
、｣

に
、

｢

又
は
疾
病
に
か
か
つ
た｣

を

｢

若
し

く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
教
育

長
が
定
め
る｣

に
、

｢

休
暇
を｣

を

｢

休
暇
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
第
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他
の
教
育
長
が
定
め
る
世
話
を
行
う
職
員
が
、
当

該
世
話
を
行
う
た
め
に
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

を｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
使
用
さ
れ
た
改
正
前
の
青
森
県
教
育
委
員
会
非
常
勤
職
員
及
び
臨

時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
別
表
に
規
定
す
る
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者

の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ

の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
同
規
程
別
表
に
規
定
す
る
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護

(

負

傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も

の
と
し
て
教
育
長
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

青 森 県 報������	
�� �� 第3256号�

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者

の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の

看
護

(

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の

世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

(

配
偶
者

の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の

看
護

(

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の

子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
教
育
長
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を
行

う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相

当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成

七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
十
六
号)

第
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
介
護
そ
の
他
の
教
育
長

が
定
め
る
世
話
を
行
う
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う

た
め
に
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
時
に
お
い
て
、

職
員
が
退
勤
途
上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す

る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

職
員
の
保
護
す
る
乳
幼
児
が
母
子
保
健
法

(

昭
和
四

十
年
法
律
第
百
四
十
一
号)

第
十
二
条
若
し
く
は
第

十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
、
学
校
保
健
安
全
法

(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号)

第
十
一
条
に

規
定
す
る
健
康
診
断
又
は
予
防
接
種
法

(

昭
和
二
十

三
年
法
律
第
六
十
八
号)

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
予
防
接
種
を
受
け
る
場
合
で
、
当
該
職
員
の
介
助

が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

一
日
、

半
日
又

は
一
時

間

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
時
に
お
い
て
、

職
員
が
退
勤
途
上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す

る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇

� �
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人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
八

(

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
中

｢
財
団
法
人
青
森
県
国
際
交
流
協
会｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(
委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

佐
々
木

忠

一

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
四
―
一

(

委
託
地
方
公
共
団
体
の
職
員
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め

る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
青
森
市
の
項
中

｢

、
技
監｣

を
削
り
、

｢
(

事
務
管
理｣

を

｢
(

法
規
、
事
務
管
理｣

に
改
め
、

｢

事
務
局
長
、
次
長｣

の
下
に

｢

、
課
長｣

を
加
え
、

｢
を
削
り
、

｣

｢

医
療
局
長｣

の
下
に

｢

、
医
療
技
術
局
長｣

を
加
え
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
弘
前
市
の
項
中

｢

科
長
、
室
長｣

の
下
に

｢(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加

え
、
同
表
八
戸
市
の
項
中｢

部
に
置
く
室｣

を｢

国
体
室｣

に
、｢

課
長
、
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
リ
ー

ダ
ー｣

を

｢

課
長
、
室
長
、
副
室
長
、
総
務
企
画
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー｣

に
改
め
、
同
表
黒
石
市
の

項
中｢

課
長
、
室
長｣

を｢

課
長
、
所
長
、
室
長｣

に
改
め
、｢

、
主
幹(

人
事
担
当)

｣

を
削
り
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
五
所
川
原
市
の
項
中

｢

、
室
長

(

課
に
置
く
室
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

｣

及
び

｢

庁

舎
管
理
、｣

を
削
り
、

｢

予
算
担
当｣

を

｢

予
算
、
庁
舎
管
理
担
当｣

に
、

｢

総
務
課
庶
務
係
長
、

行
政
係
長｣

を

｢

総
務
係
長
、
秘
書
係
長｣

に
改
め
、

｢

財
政
係
長｣

の
下
に

｢

、
管
財
係
長｣

を

加
え
、

｢

秘
書
担
当｣

を

｢

法
規
担
当｣

に
、

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
十
和
田
市
の
項
中

｢

を

｣

｢

に

｣
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市
民
セ
ン
タ
ー

館
長

浪
岡
教
育
事
務
所

所
長
、
課
長

市
民
セ
ン
タ
ー

浪
岡
教
育
事
務
所

館
長

所
長
、
課
長

出
先

機
関

病
院

福
祉
事
務
所

院
長
、
副
院
長
、
看
護
局
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長

所
長
、
理
事
、
課
長

出
先

機
関

福
祉
事
務
所

所
長
、
理
事
、
課
長

出
先

機
関

保
育
所

総
合
支
所

所
長

(

金
木
保
育
所
に
置
く
も
の
に
限
る
。)

総
合
支
所
長
、
総
合
支
所
次
長

出
先

機
関

総
合
支
所

総
合
支
所
長

出
先

機
関

支
所

支
所
長

出
先

機
関

保
育
所

支
所

園
長

(

十
和
田
湖
保
育
園
に
置
く
も
の
を
除
く
。)

支
所
長
、
課
長



� �

改
め
、
同
表
三
沢
市
の
項
中

｢

行
政
管
理
係
長｣

を

｢

行
政
経
営
係
長｣

に
、

｢

文
書
法
規
係
長｣

を
｢

法
規
係
長｣

に
改
め
、

｢

教
育
長｣

の
下
に

｢

、
教
育
部
長｣

を
加
え
、

｢

、
教
育
次
長｣

を

削
り
、
同
表
む
つ
市
の
項
中

｢

秘
書
広
聴
監
、
理
事
、
次
長
、
財
政
調
整
監
、
課
長
、
主
幹｣

を

｢

理
事
、
政
策
推
進
監
、
課
長
、
室
長
、
総
括
主
幹｣

に
、

｢

秘
書
、
庁
舎
管
理
、
予
算
担
当｣

を

｢

予
算
、
庁
舎
管
理
担
当｣

に
、

｢

人
事
、
予
算
担
当)

｣

を

｢

人
事
、
事
務
管
理
、
秘
書
、
予
算

担
当)

、
主
査

(
予
算
担
当)

｣

に
改
め
、

｢

理
事
、
課
長｣

を

｢

理
事
、
政
策
推
進
監
、
課
長｣

に
改
め
、
同
表
平
川
市
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、

｢

、
室
長｣

を
削
り
、
同
表
外
ヶ
浜
町
の
項
中

｢

課
長
、｣

の
下
に

｢

室
長
、｣

を
加
え
、
同

表
藤
崎
町
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
中
泊
町
の
項
中

｢

支
所
長
、
課
長｣

を

｢

支
所
長｣

に
改
め
、
同
表
野
辺
地
町
の
項
中

｢

総
務
課
総
括
主
幹

(

人
事
担
当)

｣

の
下
に

｢

、
企
画
財
政
課
総
括
主
幹

(

予
算
担
当)

｣

を
加

え
、
同
表
東
北
町
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
六
ケ
所
村
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
東
通
村
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
風
間
浦
村
の
項
中

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
佐
井
村
の
項
中

｢

室
長｣

を

｢

副
参
事

(

人
事
、
予
算
担
当)

｣

に
改
め
、

｢

、
室
長
補

佐

(

予
算
担
当)

｣

及
び

｢

を
削
り
、

｣

同
表
田
子
町
の
項
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
一
部
事
務
組
合
下
北
医
療
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

事
務
局
次
長
、
副
理
事｣

を

｢

副
理
事｣

に
改

め
、
同
表
西
北
五
環
境
整
備
事
務
組
合
の
項
中

｢

事
務
局
長｣

の
下
に

｢

、
次
長｣

を
加
え
、

｢

次

長｣

を

｢

事
務
局
次
長｣

に
改
め
、
同
表
中
部
上
北
広
域
事
業
組
合
の
項
中

｢

、
財
政
課
長｣

を
削

り
、

｢
｢

を

に
改

｣
｣

め
、
同
表
下
北
広
域
行
政
事
務
組
合
の
項
中

｢

、
し
も
き
た
療
育
園
長｣

を
削
り
、
同
表
上
北
地
方

教
育
・
福
祉
事
務
組
合
の
項
中

｢

、
財
政
課
長｣

を
削
り
、
同
表
備
考
第
二
号
の
二
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報������	
�� �� 第3256号�� �

収
入
役
室

課
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者
、
課
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者

収
入
役
室

課
長

収
入
役
室

課
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者

収
入
役
室

室
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者
、
室
長

収
入
役
室

室
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者
、
課
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者

出
先

機
関

保
育
所

所
長

(

佐
井
村
保
育
所
に
置
く
も
の
に
限
る
。)

出
先

機
関

介
護
老
人
保

健
施
設

施
設
長
、
看
護
師
長

出
先

機
関

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
老
人
保

健
施
設

看
護
師
長

施
設
長
、
看
護
師
長

収
入
役
室

課
長

会
計
管
理
者
室

会
計
管
理
者
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


